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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３５－８０％エタノールに、コウヤマキ科の樹・枝・茎・葉のいずれか１以上を浸漬し
、抽出処理して得られる抽出物、を有効成分とする、歯垢予防用またはおよび除去用並び
に歯石沈着防止用またはおよび溶解用の口腔用組成物
【請求項２】
　請求項１記載の抽出物を有効成分とする、歯周病予防用またはおよび治療用の口腔用組
成物
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、歯垢を予防し除去し、また、歯石を予防し沈着した歯石を溶解し、さらに歯
周病を予防・治療する口腔用組成物に関する。

【背景技術】
【０００２】
　歯周病（歯周疾患）の問題が提起されてから相当の年月が経過し、原因の究明も進んで
きている。
しかし、学理的に解明されてきている原因の他に、歯周病の発症および進行には、近年に
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おける飲食物の多様化豊富化をはじめとした食環境の変化と生活環境の変化が、大きな影
響を及ぼしてきており、これらの諸面から、予防方法・治療方法が種々提起されている。
【０００３】
　特に、豊富になった飲食物と食生活・生活環境の変化が、歯垢・歯石の蓄積を促進して
いると考えられ、現在における主たる予防方法としては、歯垢・歯石が蓄積しないように
、また蓄積した歯垢・歯石の早期除去が推奨されている。
しかしながら、一旦蓄積した歯石の除去を個々人で行うのは困難であり、専門の歯科医に
依頼するにしても、１回の除去に数回の通院を要し、それも年に１ないし２回除去するこ
とが奨められている。
また、歯茎・歯肉の発赤・腫れに対しても、家庭で簡単に手当することは困難である。
【０００４】
　また、歯垢除去剤・歯石沈着防止剤として、抗生物質・化学合成物質等が使用されてい
るが、弱年者や高齢者が使用するには使用上・安全性の面から好ましくないものもあり、
特に、抗生物質を有効成分とするものは長期間にわたる継続的使用には問題がある。
【０００５】
　一方、自然物から抽出した抽出液を有効成分とするものは比較的安全性が高いとされる
ことから、自然物から抽出した抽出物を利用する方法が古くから広く利用されてきており
、カノコソウ（吉根草）・丁子等をはじめとする薬草からの抽出液、ブドウ種子・えごま
等からの抽出液、ローズマリー・ラベンダー等からの抽出油、茶葉・グァバ葉・シモン葉
・かばのき・しそ・松葉等とはじめとする樹木葉等からの抽出液等、枚挙にいとまがない
ほど提唱されてきている。
これらの方法は、それ相応の効果は得られているものの、未だ、特記に値する方法は見い
出されていないようである。
【０００６】
【特許文献１】特許電子図書館の公報テキスト検索（公開特許公報）で、以下の条件で検
索したが、該当すると思料できるものはありません。　　　　　　　　　　　　　　「要
約と請求の範囲」　「こうやまき　高野槙　コウヤマキ　高野まき」　　　　　　　発見
された件数は、６件
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本願発明の課題は、上記のような事情のもとで考えだされたもので、コウヤマキ科の樹
・枝・茎・葉から抽出処理して得られる抽出物が有する有効成分を利用した、歯垢予防・
除去用および歯石沈着防止・溶解用の口腔用組成物を提供することにある。
【０００８】
　さらに、本願発明の課題は、上記記載の抽出物が有する有効成分を利用した、歯周病予
防・治療用の口腔用組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本願発明者は、鋭意探究した結果、コウヤマキ科の樹・枝・茎・葉から抽出処理して得
られる抽出物が、特に、歯垢を予防するとともに除去に役立ち、さらに、歯石の沈着を予
防し、かつ一旦沈着した歯石であっても溶解するのに、顕著な効果があることを見いだし
、本願発明に至ったものである。
【００１０】
　さらに、上記抽出物が、歯周病の予防・治療にも、極めて顕著な効果があることを見い
出した。
【発明の効果】
【００１１】
　本願発明者は、花瓶に長期間入れられ放置され、半ば乾燥したコウヤマキの球果に大き
な樹液の塊ができていることを見つけ・注視し、何かの薬効があるのではないかと、種々
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の抽出方法を試行し、さらに様々の分野に薬効を試みた結果、特に、歯科関係に薬効が顕
著なことを見い出したものである。
【００１２】
　コウヤマキからの抽出液は、実施例１に示す抽出液ですら、そのまま口に含むと、口腔
内が少々ぴりぴりし、口腔内皮膚が少しむける程の効果を示すが、歯茎だけは、そのよう
にならないことを、発明者が見い出したことも、コウヤマキの薬効に注視した手掛かりの
一つである。
【００１３】
　発明者が知見した、具体的な効果について記述する。
先ず初めに、発明者本人の場合である。
発明者本人が通院している歯科医師Ｔ氏から得られた見解（平成１７年６月）を以下に記
載する。
「平成８年３月より平成１７年５月までの、発明者氏の診察録を参考とし、以下のコメン
トを記す。
　平成８年当時より、同氏はカリエス（虫歯）も少なく、口腔衛生は良好と思われた。
しかし全顎に歯石沈着は認められ、Ｘ－ＲＡＹ写真による検査では臼歯の歯槽骨の吸収が
あり軽度の歯周病（Ｐ）の診断はされていた。
　平成９年１月の初診時より、下顎臼歯を中心に歯周病の急性発作（Ｐ急発）を繰り返し
、Ｐは確実に進行していったが、基本的には投薬と歯石除去を中心とする保存療法で治療
を行なった。
　その後１年間に、数回Ｐ急発を起こすものの、保存可能であったが、平成１２年１０月
頃Ｐ急発が多数歯に及ぶにいたり、抜歯を含む外科処置も治療の選択肢としていこうと説
得する。
　しかし、平成１３年より１７年５月までの間に検診あるいはカリエス処置による来院は
数回あるものの、Ｐ急発は１度もない。そればかりか、歯石沈着も目に見えて減少してい
る。
　そこで、約１０年ぶりにＸ－ＲＡＹ検査をした。歯周病が完治したとはいえないしそれ
なりに歯槽骨の吸収は進んでいるが、Ｐ急発を繰り替えした１０年後とも信じがたい思い
である。又、現在は炎症の兆候も消失しており、原因は不明である。
　本人に確認すると、歯磨剤を換えてみたとのこと。しかし化学的根拠は不明のままであ
る。
　参考資料として平成８年３月撮影と平成１７年５月撮影の２枚のＸ－ＲＡＹ写真のコピ
ーを貼付する。」（図１および図２）
なお、上記は、発明者本人が、本願発明について詳説していないときの、歯科医師Ｔ氏の
所見である。
【００１４】
　上記期間中の、発明者本人の症状の経過は以下の通りである。
平成９年頃は、歯科医師Ｔ氏の所見にもあるように、Ｐ急発を頻繁に繰り返し、歯茎は白
くブヨブヨとし、指で押すと膿が出る状態で、リンパ腺がいつも腫れ、下顎の左右に小さ
なしこりが発生していた。また、歯はグラグラとし、痛みがあり、食べ物は噛みにくく、
少し固いものを噛むと歯茎から出血した。
さらに、口の中は常に、ネバネバとしていて、自分でも知覚できる程の口臭があった。
また、歯を磨く時は、常に出血し、あまり強く磨けない状態だった。
平成１３年夏頃から、本願発明の抽出液を一日５～６回歯茎に塗布し、マッサージをした
。
一般に、歯茎が腫れる前には腫れを予感させる痛みを感じるものであり、発明者の場合も
、当初、その痛みはあったが、数日間でその痛みも治まり、腫れることもなく推移した。
１ヵ月近くも経過すると、歯茎がしまり、食事中に出血も見られなくなったので、１ヵ月
後からは、朝夕の２回に使用回数を減らした。
半年ほどで、歯茎の色もピンクとなり、下顎のリンパ線のしこりが消えていたように思わ
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れる。
以来、一度も歯茎は腫れることがなく、現在に至っている。
【００１５】
　使用者、Ｍさん（女性、６２歳）の場合である。
本願発明の抽出液を使用する前は、次のような状態だったそうである。
イ）歯茎の色は紫色で、下顎、首のリンパ腺が腫れ、しこりがあった。
ロ）自分自身で口臭を知覚する。
ハ）歯がグラグラする。
ニ）歯を磨くときに出血することはもちろん、通常においても歯茎から出血する。。
ホ）月に１～２回歯茎が腫れ、その都度切開するという、治療をうけていた。
Ｍさんは、平成１６年９月１日に使用を開始した。
当時、歯ブラシは痛くて使用できない状態のため、抽出液を塗布し、指でマッサージをし
た。
やがて、腫れも治まり、その後１２月迄、歯茎は１度も腫れることは無かった。
１２月に、診察を受けたところ、歯科医師から「歯茎の色もピンク色になり、しまってき
て、大変良い状態になっている。」と言われた。
その後平成１７年２月に虫歯で一度治療をした際は、歯茎に関しては消毒程度で済むよう
になった。
その後も歯茎は腫れることもなく、以降歯科医院に通院してもいない。
また、平成１７年に入ってから歯ブラシを使用できるようになったが、出血することもな
く、リンパ腺のしこりも消失している。
【００１６】
　使用者、Ｕさん（女性、５４歳）の場合である。
本願発明の抽出液を使用する前は、次のような状態だったそうである。
イ）冬は、空気の冷たさで歯がしみる。
ロ）自分自身で口臭を知覚する。
ハ）歯がグラグラする。
ニ）歯を磨くときに出血する。
ホ）７日～１０日に一度の通院が必要だった。
Ｕさんは、平成１６年１０月８日に使用を開始した。
１０月末頃から歯茎の腫れが無くなり、１１月頃からは、口臭がほとんど無くなり、歯茎
の色が、白っぽい状態からピンク色に変わってきた。
例年ならこの１１月頃から空気の寒さで歯がしみるのであるが、抽出液を使用してきた当
年は痛みを感じない。
平成１７年１月、掛かり付けの歯科医師から「歯石が溜まっていない。」と言われ、３月
頃から歯を磨くときでも、痛みも出血も無くなった。
【００１７】
　一般に自然材・天然材から得られた抽出物は安全性が高いと言われているが、本願発明
にかかる抽出物は、コウヤマキという天然樹木から得られたものであって、以上の知見結
果からも明らかなように、安全であり、歯科医師も驚愕するほどの顕著な効果が得られ、
歯周病の予防・治療薬としても使用できるものである。
また、本願発明にかかる抽出物は、歯周病の予防・治療薬として短期間に効果が発現でき
るものであるが、副作用も見られないことから、長期間にわたって使用することも可能で
ある。
【００１８】
　本願発明にかかる抽出物には、歯垢の予防・除去に効果があり、歯石の予防にも効果を
発揮するが、特に、本願発明にかかる抽出物には、一旦沈着した歯石であっても軟化・溶
解させる効果があり、歯ブラシで簡単に歯石を取り去ることができることから、その効果
は極めて大きい。
【００１９】
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　また、上記知見結果から、強い殺菌、抗菌、口臭予防、鎮痛、消炎等の広い範囲にわた
る顕著な作用を有することが判る。
【００２０】
　さらに、本願発明組成品を口腔用組成物として使用する場合は、歯周病の予防・治療に
優れた効果を期待できる。
【００２１】
　また、本願発明組成品を食品・嗜好品に含有させて使用する場合も、歯周病の予防に、
また治療に、顕著な効果を期待でき、健康食品・特定保健用食品としても摂取することも
可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　抽出原料に使用するコウヤマキは、こうやまき・高野まき・高野槙とも記述され、学名
「Sciadopitys verticillata」、、植物学上は、裸子植物亜門(GIMNOSPERMAE)、マツ綱(C
ONOFEROPSIDA)、コウヤマキ科(SCIADOPITYALEAE)、コウヤマキ属(sciadopytys)に属する
植物であって、かって地球上広範囲に生育していたものが、現在では日本国だけに取り残
されて生育している植物である。
【００２３】
　なお、コウヤマキは、その属する科について、「スギ科」あるいは「マツ科」等種々論
争があったが、最近では１科１種のコウヤマキ科に分類されるのが普通になったという（
朝日新聞、平成１６年１１月２７日夕刊第４面）、植物学上も特異な存在の植物である。
 
【００２４】
　抽出原料としては、コウヤマキの樹・枝・茎・葉を使用し、乾燥度合は問題とならない
。
さらに、統一的に小さく裁断されたものが望ましく、特に樹の場合は粉砕したものが好ま
しい。
【００２５】
　抽出原料からの抽出方法には、溶媒抽出と乾溜抽出とがあるが、溶媒抽出の方が簡便で
あることから多用される。
溶媒抽出の場合、溶媒としては、水・エタノール等のアルコール類の他、プロピレングル
コール、グリセリン等を使用することができる。
具体的な操作手順としては、公知となっている方式である溶媒を還流させる抽出装置を用
いて１～１０時間程度の加熱処理すればよく、また、熱水あるいは常温の水中に抽出原料
を浸漬させても良い。
浸漬時間は、使用する溶媒、溶媒の濃度、溶媒の温度等によって変動する。
装置不要の最も簡便な方法は、果実酒用のアルコール濃度３５％の焼酎に、１ヶ月程度浸
漬する方法である。長期間かけて抽出する場合は、浸漬中は時々容器を振ったり、撹拌す
ることが望ましい。抽出後は、濾過して抽出液を得る。
抽出原料と溶媒の量の関係は、溶媒の濃度等にも関係するが、実施例として、後述する。
【００２６】
　こうして得られた抽出液は、人体に悪影響のない溶剤の場合は、そのままあるいは希釈
して使用することもできるが、さらに、公知の方法で減圧濃縮して抽出物として使用する
こともでき、さらに乾燥し抽出物として植物エキス乾燥物として使用することもできる。
さらに、エタノール等に再溶解して、液状・ゲル状・粒状等の形態にして使用することも
できる。
【００２７】
　本願発明の歯周病予防・治療用組成物の使用態様としては、口腔用製剤・口腔衛生剤等
に含有させても良く、食品・嗜好品に添加しても良く、使用形状としては、液状・ゲル状
（ペースト状）・固形として使用することができる。
口腔用製剤としては、液状剤・ゲル剤・固形剤（例えば錠剤・散剤・顆粒剤・カプセル剤
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）等、口腔衛生剤としては、うがい剤・塗布液・歯磨き・トローチ等、食品・嗜好品とし
ては、飴・ドロップ・チューインガム等を挙げることができる。
なお、本願発明の抽出物は、独特の苦味・渋味・色合い等を有することから、適宜甘味料
・香味料・着色料を添加することが望ましい。
固形化するには、慣用の賦形剤（乳糖・コーンスターチ・結晶セルロース等）、液状にす
るには、通常用いられる乳化剤・乳化助剤（レチシン・ゼラチン等）を用いることができ
る。
なお、発明者は、実施例３に示すように、炭酸水素ナトリウムに抽出液を滴下してペース
ト状にして使用しているが、この方法は手近で極めて簡単に実施でき、抽出液成分の塗布
を容易にするばかりでなく、抽出液の味の改善にもつながる至便な方法の一つとなってい
る。
なお、口腔組成物中における抽出液・抽出物の含有割合は、抽出液としての抽出度合、口
腔組成物の種類、口中における使用における希釈度などを考慮して適宜選択決定できるが
、通常は０.００１～５５重量％、好ましくは０.０１～２５重量％の範囲から適宜選択調
整される。
【００２８】
　なお、本願発明にかかる口腔用組成物は、本願発明にかかる抽出物からなるものであっ
ても、また、それを有効成分として含有するものであっても良く、本願発明の効果を損な
わないかぎり、公知の若しくは将来公知となりうる他の薬効のある成分を組み合わせるこ
ともできる。
【実施例１】
【００２９】
　もっとも簡単な抽出方法は、次の通りである。
コウヤマキの葉を７５０ｇ、茎を２５０ｇを、アルコール濃度３５％の果実酒用焼酎 ３
リットルに、１ヶ月以上浸漬し、時折、瓶を振ったり、内容物を撹拌する。
１ヶ月程度の浸漬で、強くはないが独特の臭・苦味・渋味を有する、濃い茶色の抽出液が
得られる。
【実施例２】
【００３０】
　エタノールを使用した抽出方法は、次の通りである。
コウヤマキの葉を３７５ｇ、茎を１２５ｇを、アルコール濃度８０％程度のエタノール 
３リットルに、１ヶ月以上浸漬し、時折、瓶を振ったり、内容物を撹拌する。
１ヶ月程度の浸漬で、独特の臭・苦味・渋味を有する、暗緑色の抽出液が得られる。
本実施例の場合は、実施例１に比べアルコール濃度が高いこともあって、実施例１に比べ
ると、独特の臭・苦味・渋味もやや強いものとなる。
【実施例３】
【００３１】
　液状では歯磨きに使用しにくいため、炭酸水素ナトリウム５００ｇに、実施例１の抽出
液２５０ｇを加えると、ペースト状になるので好都合である。
この方法は、抽出液成分の塗布を容易にするばかりでなく、抽出液独特の苦味・渋味を酸
で薄め、味の改善にもつながる効果があり、本願発明にかかる抽出液の使用に至便な方法
の一つとなっている。
苦味・渋味・酸味の判る大人には、そのまま使用できる程度のものとなるが、甘味料・香
味料・着色料を添加することが望ましく、特に年少者には、そうすることが望ましい。
さらに、上述の液状剤・ゲル剤・固形剤等を加えて、歯周病予防・治療用組成物の使用態
様の最適なものとすることが望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本願発明は、日々の生活をおくる上で、歯という最も身近で密接な健康問題に直結する
ものであり、薬効の優れた、歯垢予防・除去用及び歯石予防・溶解用並びに歯周病予防・
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治療用の口腔用組成物を提供するものであるから、国民の健康維持の面で、その産業上の
利用可能性は極めて高いものである。
【００３３】
　また、本願発明は、国民の健康維持に役立つ製品を提供できるという点において、医療
産業上の利用可能性は極めて高いものである。
【００３４】
　さらに、本願発明は、日本国の特産品であるコウヤマキを原料としていることから、日
本国の産業の発展に、即、貢献できるものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】平成８年８月２５日撮影の発明者の歯のＸ－ＲＡＹ写真である。
【図２】平成１７年５月１７日撮影の発明者の歯のＸ－ＲＡＹ写真である。
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